
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 楠岡 英雄 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

 看護専門課程 

（三年課程） 

看護学科 
夜 ・

通信 
９単位 ９単位  

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/curriculum/curriculum_list.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 楠岡 英雄 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 学校運営会議 

役割 

学校運営の円滑化及び適正化を図るために学校運営会議を設ける。 

審議事項は次のとおりである。 

一 学校の規程の制定改廃 

二 学校の予算の執行計画 

三 教育課程の編成に関する事項 

四 各年度の教育計画に関する事項 

五 学校の講師・実習施設の選定に関する事項 

六 学生募集及び入学に関する事項 

七 学生の単位・卒業認定に関する事項 

八 学生の休学、復学、退学に関する事項 

九 転入学者の既習単位等の認定に関する事項 

十 学生の就職に関する事項 

十一 学校運営の評価に関する事項 

十二 学校の施設整備に関する事項 

十三 その他学校の運営に関し重要と認める事項 

 

 学校運営の円滑化を図るために、学則に基づき学校運営会議を設置してい

る。また、会議に多様な意見を反映させるために複数の外部委員を任命し、

外部委員の自らの経験を活かして社会や産業界のニーズを踏まえた意見を

学校運営に反映させることで、更なる学校運営の適正化が図られると期待す

る。 

 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

病院 看護部長 
2022.4.1 

～2024.3.31 
実習施設の看護部長 

病院 専任実習指導教員 
2022.4.1 

～2024.3.31 

母性看護学の実習指導 

母性看護学の講師 

（備考） 

学校長の委嘱する講師、独立行政法人国立病院機構他施設の者については学校長が必

要と認めた時に会議構成員として加える。 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 
設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 楠岡 英雄 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

 カリキュラムの実施状況については、各科目の内容、方法、進度について学科委員

会、実習委員会で毎月、評価・検討をしている。各授業が終わるたびに実施する学生

の授業評価、テキストの改定内容や国家試験出題基準をふまえた検討を行い、次年度

のシラバスや実習要綱を改定する。 

 令和４年度から開始した３校合同カリキュラム（独立行政法人国立病院機構 浜

田、呉、岩国）では、１回／月の講義調整を行っている。 

 シラバスには、科目名、単位数、担当講師名、履修時間、授業目標、授業内容、評

価方法、教科書・参考図書を記載する。実習要綱には、科目名、実習目標、実習内容、

実習方法、実習場所、評価基準を記載する。 

 学生便覧に成績評価基準（優：80点以上、良：70～79点、可：60～69点、不可 60

点未満）を記載する。 

 学生便覧・シラバス・実習要綱は毎年 1冊の冊子とし、新年度 4月に学生に配布す

る。学年担当は配布時に概要について説明する。 

授業計画書の公表方法 https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

１． 授業科目の評価 

 授業科目の評価については、科目ごとに筆記試験、技術試験、課題提出、レポート

などの評価方法及び点数配分をシラバスに掲載している。 

 実技試験については、あらかじめ評価基準を設け、学生に説明している。実技試験

の結果は、評価会で検討し客観的かつ公平に評価を行っている。 

実習では、実習評価表に評価項目および評価基準を記載し、臨床における実習指導

者、当該実習場所の看護管理者、実習担当教員で客観的な評価を行っている。 

 

２． 単位の認定・卒業 

 単位の認定は、学生便覧に記載している学則・履修規程を掲載している。学校運営

会議において単位認定を行い、単位の履修状況について学生に通知している。  

 学業は学則・学則細則に卒業要件、判定について定め、2 月の学校運営会議におい

て卒業の認定を行っている。 

 

学則・学則細則 

（授業科目の評価及び単位修得の認定） 

第８条 学則第１９条の授業科目の評価及び単位取得の認定に関する事項は、履修規

定に定める。 

２ 学則第１９条の１項の当該科目の評価は、当該科目の試験、学習状況により行う。 

３ 学則第１９条の２項に該当する者は、当該科目の再履修を行い評価を受ける。た

だし、次年度の教育計画に基づき再履修が困難な場合は、原級に留まり、再履修を行

うことができる。 

４ 学則第１９条の４項にかかる追試験又は再試験は当該年度において、それぞれ当

該科目１回を限度とする。 

５ 追試験、再試験を受けようとする者は所定の手続きを経て、追試験料、再試験料

を納めなければならない。追試験料、再試験料の額は学生納付金等納入に関する規程

に学校長が定める。 

６ 追試験は得点の８割を評価点とする。 

７ 再試験を受け、合格した授業科目の評価は可（６０点）とする。 

８ 追試験で不合格の者は、再試験を受けることができる。 

９ 学則第１９条第４項にかかる実習科目の評価が不可の場合は、再実習を行うこと

ができる。 

 

（卒業の認定） 

第１３条 学則第２５条による卒業の認定にあたっては本校の教育課程を修了した

もので、次の各号に該当する者に対して認定する。 

一 本学校の定める授業科目、単位数（時間数）を修得した者 

二 授業科目（学科目、臨地実習）各々の単位の認定された者 

三 修業年限３年、または在学年限内の者 

四 出席時数が授業時数の３分の２以上の者 

２ 学則第２５条第１項に該当しなかった者については、卒業の延期の措置を講ずる

ことがある。 

３ 卒業時期は各学期単位とする。 

 

履修規程 

（単位の認定） 

第１５条 授業科目の評価において合格した者は、運営会議の議を得て単位の認定が



  

される。 

２ 単位修得認定は、単位制と進級制を併用して認定する。 

３ 進級はつぎの進級基準に基づき決定する。 

一 各学年において、次の授業科目の履修認定を受けなければ進級を認めない。 

１学年  １学年次に計画された習得すべき授業科目のすべての単位 

２学年  １学年次及び２学年次に計画された習得すべき授業科目のすべて

の単位 

二 出席日数が各学年の出席日数の３分の２を超えていること。 

４ 進級にかかる措置として、次の各号に該当する場合は仮進級、または原級にとど

まる措置を講ずるものとする。 

一 当該年度に実施した試験科目の不合格がある場合 

二 当該年度の再実習が３箇所以上にわたる場合 

三 補習実習期間が当該年度を越える場合 

５ 仮進級になった学生は、補足をし、不合格科目についての試験にすべて合格しな

ければならない。 

６ 前項第二、三号に該当する場合は原級にとどまる。 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 学年の 100点満点の点数を指標とする。各学年別で GPA算出し分布割合を確認して

いる。 

 GPA は、（履修登録した科目の単位数×当該科目の GP）の合計を履修登録した科目

の単位数合計（不可を含む）で割り数値を算出している。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

 次に示す卒業時の到達目標に掲げた方針に従って教育し、卒業認定は本校の学則細

則第 13条に基づき学校運営会議で審議し行われる。 

 

（卒業時の到達目標） 

１．人間は、身体的、精神的、社会的側面をもつ統合体であり、全人的に理解できる

能力を養っている。 

２．看護専門職として対象の自己決定を支援できる能力を養っている。 

３．対象に応じた看護を創造し実践できる基礎的知識・技術・態度を養っている。 

４．多職種と連携しながら多様な場で生活する人々が社会資源を活用できるよう、保

健・医療・福祉の一員として看護師の役割と責任をはたす基礎的能力を養っている。 

５．病院・地域において、健康の保持増進、疾病の予防と健康の回復及び安らかな死

への看護、健康の状態やその変化に応じた看護を実践するための基礎的能力を養って

いる。 

６．主体的に学ぶ態度を身につけ、看護を探求する能力を養っている。 

７．調和のとれた社会人となるよう、国際的視野を広げ、他者の価値観を受容できる

成熟した人間性を養っている。 

 

（卒業の認定） 

第１３条 学則第２５条による卒業の認定にあたっては本校の教育課程を修了した

もので、次の各号に該当する者に対して認定する。 

一 本学校の定める授業科目、単位数（時間数）を修得した者 

二 授業科目（学科目、臨地実習）各々の単位の認定された者 

三 修業年限３年、または在学年限内の者 

四 出席時数が授業時数の３分の２以上の者 

２ 学則第２５条第１項に該当しなかった者については、卒業の延期の措置を講ずる

ことがある。 

３ 卒業時期は各学期単位とする。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

 

  



  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 楠岡 英雄 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://nho.hosp.go.jp/files/000178268.pdf 

収支計算書又は損益計算書 https://nho.hosp.go.jp/files/000178268.pdf 

財産目録  

事業報告書 https://nho.hosp.go.jp/files/000178268.pdf 

監事による監査報告（書） https://nho.hosp.go.jp/files/000178268.pdf 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 
看護専門 

課程 
看護学科（新課程） 〇  

修業 

年限 昼夜 
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

 

昼 

2925単位時間／ 

104単位 

1800 時

間/77 単

位 

90 時間/

単 4 位 

1035

時間

/23

単位 

0 時間

/0 単

位 

0 時間

/0 単

位 

単位時間／単位 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 
看護専門 

課程 
看護学科（旧課程） 〇  

修業 

年限 昼夜 
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

 

昼 

3000単位時間／97単

位 

1845

時間 

/71

単位 

120

時間 

/3

単位 

1035 時

間/23 単

位 

0 時間

/0 単

位 

0 時間

/0 単

位 

単位時間／単位 

生徒総 

定員数 
生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 131人 0人 9人 92人 101人 
 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 カリキュラムの実施状況については、各科目の内容、方法、進度について学科委員

会、実習委員会で毎月、評価・検討している。各授業が終わる毎に実施する学生の授

業評価、テキストの改定内容や国家試験出題基準を踏まえた検討を行い、次年度のシ

ラバス、実習要綱を改定する。 



  

成績評価の基準・方法 

（概要） 

 授業科目の評価 

 授業科目の評価については、科目ごとに筆記試験、技術試験、課題提出、レポート

などの評価方法及び点数配分をシラバスに掲載している。 

 実技試験については、あらかじめ評価基準を設け、学生に説明を行っている。実技

試験の結果は、評価会で検討し客観的かつ公平に評価を行っている。 

実習においては、実習評価表に評価項目および評価基準を記載し、臨床における実

習指導者、当該実習場所の看護管理者、実習担当教員で客観的な評価を行っている。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 

履修規程 

（単位の認定） 

第１５条 授業科目の評価において合格した者は、運営会議の議を得て単位の認定が

される。 

２ 単位修得認定は、単位制と進級制を併用して認定する。 

３ 進級はつぎの進級基準に基づき決定する。 

一 各学年において、次の授業科目の履修認定を受けなければ進級を認めない。 

１学年  １学年次に計画された習得すべき授業科目のすべての単位 

２学年  １学年次及び２学年次に計画された習得すべき授業科目のすべて

の単位 

二 出席日数が各学年の出席日数の３分の２を超えていること。 

４ 進級にかかる措置として、次の各号に該当する場合は仮進級、または原級にとど

まる措置を講ずるものとする。 

一 当該年度に実施した試験科目の不合格がある場合 

二 当該年度の再実習が３箇所以上にわたる場合 

三 補習実習期間が当該年度を越える場合 

５ 仮進級になった学生は、補足をし、不合格科目についての試験にすべて合格しな

ければならない。 

６ 前項第二、三号に該当する場合は原級にとどまる。 

 

学則・細則 

（卒業の認定） 

第１３条 学則第２５条による卒業の認定にあたっては本校の教育課程を修了した

もので、次の各号に該当する者に対して認定する。 

一 本学校の定める授業科目、単位数（時間数）を修得した者 

二 授業科目（学科目、臨地実習）各々の単位の認定された者 

三 修業年限３年、または在学年限内の者 

四 出席時数が授業時数の３分の２以上の者 

２ 学則第２５条第１項に該当しなかった者については、卒業の延期の措置を講ずる

ことがある。 

３ 卒業時期は各学期単位とする。 

 

学修支援等 

（概要） 

・入学時の新入生ガイダンス、全学生に担当教員による面接及び進路相談の実施 

・1年次からチューター制による成績低迷者、希望者に対する学習支援 

・スクールカウンセラーによるカウンセリングを週 2回実施 



  

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ３４人 

（100％） 

１人 

（  2.9％） 

３０人 

（  88.2％） 

３人 

（  8.8％） 

（主な就職、業界等） 

看護師（国立病院機構 公的病院など） 

（就職指導内容） 

・2年次より就職ガイダンスを行い、個別面談にて進路相談を実施。 

・3年時は就職ガイダンス、個別面談、病院やインターンシップ等の案内を行っている。 

・各病院からの募集要項を学生が閲覧しやすいロビーにコーナーを設けている。 

・就職に関する相談を適宜実施している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  １２７人 １人  0.7％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

・成績低迷者に対する学習支援 

・担当教員による個別面談、学科・実習担当者による個別学習支援 

・スクールカウンセラーによるカウンセリングを週 2回実施（希望者） 

 

  



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

 看護学

科  
250,000円 450,000円 10,000円  

   円 円 円  

   円 円 円  

   円 円 円  

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

 

https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

１．教員による自己点検自己評価（教育理念、教育目的、教育目標、教育課程経営、教

授・学習・評価過程、経営管理過程、入学、卒業・就職・進学、地域社会、国際交流、

研究）結果について、前年度と比較分析する。 

２，学生による学校評価（教育方針、教育内容、方法、授業計画との整合性、教材、図

書、個別指導体制、管理運営）結果について、前年度と比較検討する。 

３． 国立病院附属看護師養成所間で相互評価を実施する（1回／3年） 

・１～３について、学校関係者評価委委員に報告し、評価を受けた結果を学校運営に

活用する。 

・学校関係者評価委員会を次の区分から学校長が委嘱する委員により構成し、毎年 1

回以上委員会を開催する。 

（１） 地元企業・関連業界関係者 

（２） 高等学校関係者 

（３） 保護者 

（４） 卒業生 

（５） 教育に関する有識者 

（６） 看護管理者 

（７） その他学校長が必要と認めるもの 

・委員会での評価結果は、報告書としてまとめ、学校運営会議にて報告後、ホームペ

ージで公表する。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

元県立大学 教授 2022.4.1 

～2024.3.31 

教育に関する有識者 

病院 看護部長 2022.4.1 

～2024.3.31 

看護管理者 

同窓会 学校非常勤講師 2022.4.1 

～2024.3.31 

卒業生 元看護部長 

教育に関する有識者 



  

市 健康福祉部 健康医療政策課 2022.4.1 

～2024.3.31 

地元企業・関連業界関

係者 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

 

https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://hamada.hosp.go.jp/hamakan/ 

 


